
ヲ

以
テ
連
合
セ

ラ
レ

タ
ル

カ
、

当
時
ハ

只
組
合
村
ナ
ル

ヲ

以
テ
一

時
ノ

御
政
略
上
止
ム

ヲ

得
ザ
ル

コ

ト
ノ

在
リ
テ
斯

ク
セ

ラ
レ

ン

…
…
コ

ト
ト
想
像
シ
、

荏
苒
歳
月
ヲ

経
過
ス

ル

ニ

従
ヒ
、

漸
々

其
不
便
ヲ

実
践
シ
、

〓
ニ

自
治
区
ヲ

制

ス

ル

ニ

方
リ
、

到
底
分
離
セ

ザ
ル

ヲ

得
ザ
ル

…
…
コ

ト
ト
確
信
セ

リ

官
僚
の
一

方
的
線
引
き
で

連
合
村
に

組
み
込
ま
れ
た
村
民
に
と
っ

て
、

そ
れ
を
そ
の

ま
ま
固
定
さ
れ
る

こ

と
は
我
慢
な
ら
な
か
っ

た
の
で

あ
る
。

こ

の

副
申
書
は
郡
当
局
に

対
し
、

自
ら
の

新
村
編
成
を
堂
々

と

主
張
し
て
い

た
。

そ
の

内
容
は
大
略
次
の

よ
う
な
内
容
で

あ
っ

た
。

愛甲郡役所　平野不二男氏蔵

こ

の

五
か
村
を
分
離
し
、

㈠

下
川
入
と

棚
沢
両
村
を
中
津
・

八
管
山
連
合
二
か
村
と
合
併
し
、

㈡

妻

田
・

及
川
・

三
田
の

三
か
村
を
林
村
（
長
谷
村
等
連
合
十
か
村
の

内
）
と
合
併
す
る
。

そ
の

理
由
は
、

前
者

の

場
合
、

（イ）
中
津
川
の

両
岸
に

散
在
し
、

一

群
を
な
し
、

「
天
然
の

自
治
区
」
を
形
成
し
て
い

る
。

（ロ）
中

津
・

下
川
入
・

棚
沢
の

三
か
村
共
有
の

秣
山
、

畑
等
が
あ
り
、

一

村
と
し
て

保
護
す
る
と
き
は
将
来
基
本

財
産
の

増
殖
が
容
易
で

あ
る
。

（ハ）
三
か
村
接
続
の

用
水
路
及
び
堤
防
が
あ
り
、

且
つ

水
害
区
域
で

も
あ
る

か
ら
一

括
し
て

管
理
す
べ

き
で

あ
る
。

（ニ）
八
管
山
村
は
こ

の

三
か
村
の

枝
村
で

あ
り
、

ま
た
三
か
村
の

「
氏
神
ノ

鎮
座
セ

ル

地
」
で

も
あ
る
。

後
者

の

場
合
、

（イ）
三
田
・

妻
田
の

両
村
は
耕
地
が
連
綿
相
接
し
、

林
・

及
川
の

両
村
は
妻
田
村
と
小
鮎
川
の

対
岸
で

接
続
し
、

「
一

個
天
然
の

好
自
治
体
」

を
形
成
し
て
い

る
。

（ロ）
林
・

及
川
・

妻
田
の

三
か
村
は
用
水
で

密
接
不
可
分
で

あ
る
。

（ハ）
三
か
村
は
小
鮎
村
の

堤
防
管
理
、

水
害
対
策
上
共
同
一

致

が
不
可
欠
で

あ
る
。

（ニ）
小
学
校
は
妻
田
・

及
川
両
村
の

設
立
し
た
校
舎
が
あ
り
、

現
に

三
田
村
は
一

部
は
通
学
し
て
い

る
。

（ホ）
及
川
村
に

は
嘗
て

林

村
に

所
属
し
た
土
地
・

民
家
が
あ
り
、

地
租
改
正
の

際
、

示
談
で

及
川
村
に

組
み
替
え
、

以
来
両
村
は
親
密
な
関
係
に

あ
る
。

以
上
が
副
申
書
の

主

張
し
た
新
村
編
成
理
由
で

あ
っ

た
。
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地
形
・

共
有
地
・

用
水
路
・

堤
防
・

水
害
・

氏
神
・

小
学
校
等
々
、

こ

う
し
た
事
柄
が
村
民
に
と
っ

て

の

自
治
の

要
件
で

あ
り
、

自
治
が
村
民
の

生
活
基
盤
か

ら
考
え
ら
れ
て
い

た
。

法
律
上
の

義
務
負
担
能
力
い

か
ん
で

線
引
き
す
る
地
方
官
僚
と
き
わ
だ
っ

た
対
照
を
な
し
て
い

た
。

郡
の

方
針

は
全
く
頓
挫
し
、

三
田
・

棚
沢
・

下
川
入
・

妻
田
・

及
川
、

林
の

六
か
村
は
組
合
村
と
な
り
、

中
津
・

八
管
山
の

両
村
は
棚
沢
・

下
川
入
の

飛
地
を

合
わ
せ
て

中
津
村
と
な
っ

た
。

㈣

　
都
筑
郡
二

俣
川
・

上
星
川
・

川
島
・

三
反
田
・

小
高
新
田
・

市
ノ

沢
・

今
井
の

連
合
七
か
村
の

場
合

郡
当
局
の

七
か
村
合
併
案
に

対
し
、

川
島
・

上
星
川
の

両
村
は
橘
樹
郡
の

仏
向
・

坂
本
の

両
村
と
の

合
併
を
主
張
し
、

二

俣
川
村
は
こ

れ
に

反
発

し
、

一

村
独
立
を
知
事
に

請
願
し
た
。

市
ノ

沢
他
三
か
村
は
あ
く
ま
で

七
か
村
合
併
を
主
張
し
、

混
乱
し
た
状
態
が
続
い

た
。

県
当
局
は
郡
長
に

対

し
、

二

俣
川
村
の

請
願
は
人
民
一

般
の

希
望
か
ど
う
か
、

二

俣
川
村
が
独
立
し
た
場
合
、

他
の

六
か
村
の

合
併
の

見
込
み
、

ま
た
は
町
村
組
合
と
す

る
以
外
に

手
段
は
な
い

か
、

い

ず
れ
に
せ
よ
他
町
村
に

対
す
る
影
響
は
あ
る
か

等
々

を
照
会
し
た
。

こ

れ
に

対
し
郡
は
、

二

俣
川
村
が
独
立
し
た
場

合
、

他
の

六
か
村
の

合
併
の

見
込
み
は
な
く
、

二
俣
川
の

申
し
立
て
に

は
分
離
独
立
、

ま
た
は
組
合
と
す
る
正
当
な
理
由
も
な
い
。

そ
の

上
こ

れ
を

認
め
た
場
合
、

他
町
村
へ

の

影
響
は
必
至
で

あ
る
と
、

あ
く
ま
で

当
初
の

方
針
を
貫
く
旨
回
答
し
た
。

町
村
制
実
施
を
二

か
月
後
に
ひ
か
え
た
一

八

八
九
（
明
治
二
十
二

）
年
一

月
二

十
三
日
、

県
当
局
は
各
村
の

総
代
を
召
喚
し
、

あ
く
ま
で

七
か
村
が
合
併
す
る
よ
う
説
諭
し
た
。

し
か
し
、

三
反

田
村
で

は
二

俣
川
村
へ

の

合
併
に

反
対
し
、

「
殆
ン

ト
蜂
起
ノ

如
ク

」（
都
筑
郡
役
所
「
町
村
制
施
行
ニ

関
ス

ル

回
議
録
」、
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

四
五

）

状
態
を
呈
し
た
と
い

う
。

結
局
の

と
こ

ろ
、

二

俣
川
・

三
反
田
・

小
高
・

市
ノ

沢
・

今
井
の

五
か
村
が
合
併
し
て
二

俣
川
村
と
な
り
、

上
星
川
・

川

島
の

両
村
が
合
併
し
て

西
谷
村
と
な
っ

た
。

そ
の

上
で

二

俣
川
・

西
谷
の

両
村
は
一

つ

の

組
合
村
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

県
当
局
の

認
可
す
る
と
こ

ろ
と
な
ら
な
か
っ

た
が
、

「
二

俣
川
、

西
谷
村
組
合
協
議
規
定
書
追
加
」（
都
筑
郡
役
所
前
掲
書

）
に

「
郡
制
発
布
ノ

上
西
谷
村
ニ

於
テ
分
離
ヲ

請
求
ス

ル

場
合
ハ

二

俣
川
村
ニ

於
テ

之
ヲ

拒
マ

サ
ル

事
」
と
の
一

項
が
あ
っ

た
こ

と
は
、

こ

の

両
村
の

抜
き
差
し
な
ら
な
い

関
係
を
示
し
て
い

た
。
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こ

れ
ま
で

見
て
き
た
町
村
合
併
を
め
ぐ
る
紛
議
は
、

主
と
し
て

農
業
・

林
業
等
を
生
産
基
盤
と
す
る
村
々

で

あ
っ

た
が
、

さ
ら
に

町
と
町
、

町
と

村
、

そ
の

上
に

郡
境
が
か
ら
ん
だ
場
合
を
み
る
こ

と
に

し
よ
う
。

㈠
　
高
座
郡
藤
沢
駅
大
阪
町
・

鎌
倉
郡
藤
沢
駅
大
鋸
町
・

同
郡
西
富
町
の

場
合

一

八
八
八
年
十
月
二

十
四
日
に

は
大
鋸
・

西
富
町
が
、

ま
た
同
年
十
二

月
二

十
四
日
に

は
大
阪
町
も
含
め
た
三
町
が
連
署
し
て

三
町
合
併
を
請
願

し
た
。

三
町
は
古
来
一

駅
内
に

あ
り
、

藤
沢
駅
の

総
称
を
か
ぶ
り
、

郡
界
で

あ
る
境
川
を
は
さ
ん
で

市
街
を
形
成
し
て
い

る
。

大
鋸
・

西
富
町
か
ら

大
阪
町
へ

至
る
里
道
へ

架
設
し
た
橋
　
梁
及
び
こ

の

前
後
の

道
路
修
繕
等
の

費
用
は
三
町
の

共
同
支
弁
で

あ
る
。

西
富
町
に

あ
る
諏
訪
神
社
は
西

富
・

大
鋸
両
町
と
大
阪
町
の

大
半
の

氏
神
で

あ
り
、

祭
典
費
を
共
同
負
担
し
て
い

る
。

こ

う
し
た
条
件
が
あ
り
な
が
ら
、

大
小
区
制
以
来
、

行
政
区

画
を
も
っ

て

分
離
さ
れ
、

商
工
上
の

組
合
規
約
な
ど
も
統
一

し
た
も
の

が
作
れ
ず
、

諸
般
の

取
引
に

極
め
て

不
都
合
な
状
態
で

あ
る
。

以
上
が
三
町

合
併
の

大
略
の

理
由
で

あ
っ

た
。

西
富
・

大
鋸
両
町
が
鎌
倉
郡
の

村
々

と
の

合
併
を
嫌
っ

た
の

は
、

負
担
能
力
に

差
が
あ
り
、

そ
の

問
題
を
め
ぐ
っ

て

紛
議
が
生
ず
る
こ

と
が
目
に

み
え
て
い

た
か
ら
で

あ
っ

た
。

県
は
郡
域
を
越
え
た
合
併
を
認
め

ず
、

西
富
・

大
鋸
両
町
は
合
併
し
て
、

藤
沢
大
富

町
と
な
り
、

大
阪
町
は
一

町
独
立
と
な
っ

た
。

㈡
　
橘
樹
郡
保
土
ヶ

谷
町
と
同
郡
下
星
川
・

和
田
・

仏
向
・

坂
本
の

四
か
村
と
の

場
合

こ

れ
は
、

村
が
町
と
の

合
併
を
嫌
い
、

隣
郡
の

村
々

と
合
併
を
望
み
、

紛
糾
し
た
例
で

あ
る
。

当
初
は
、

こ

の

四
か
村
が
こ

ぞ
っ

て

保
土
ヶ

谷
町

と
の

分
離
を
請
願
し
た
。

こ

の

四
か
村
の

う
ち
仏
向
・

坂
本
の

両
村
は
都
筑
郡
川
島
村
等
五
か
村
と
の

合
併
を
請
願
し
た
。

こ

の

「
請
願
書
」（『
保

土
ヶ

谷
郷
土
史
』
下
巻
。

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

四
八

）
に
よ
る
と
、

仏
向
、

坂
本
の

両
村
が
保
土
ヶ

谷
町
と
の

合
併
を
拒
否
す
る

の

は
、

次
の

よ

う
な
理
由
か
ら
で

あ
っ

た
。

保
土
ヶ

谷
は
東
海
道
筋
に

あ
っ

て

市
街
を
形
成
し
、

商
業
で

繁
栄
し
て
い

る
。

両
村
と
は
「
人
情
風
俗
生
計
富
度
」
を

全
く
異
に

し
、

も
し
「
生
計
富
度
ニ

大
差
ア
ル

二

個
ノ

土
地
ヲ

結
付
ケ
、

均
一

ノ

納
租
ヲ

為
サ
シ

ム

ル

ハ

、

優
者
ノ

幸
、

劣
者
ノ

不
幸
ト
云
ザ
ル

ヲ
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得
ズ

」、
こ

れ
ま
で

負
担
の

必
要
が

な
か
っ

た
衛
生
・

消
防
・

道
路
・

橋
梁
等
の

費
用
を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で

は
な
く
「
新
課
ノ

租
税

ハ

踵
ヲ

接
シ

テ
迫
リ
来
ラ
ン

」。
二
か
村
の

人
び
と

に
と
っ

て

町
と
の

合
併
に
よ
る
自
治
賦
与
は
、

併
合
、

生
活
破
壊
の

恐
怖
と
し
て

映
っ

て
い

た
。

こ

う
し
た
認
識
が
郡
と
い

う
行
政
区
画
を
越
え
、

生
活
実
体
が
共
通
す
る
村
々

と
の

合
併
を
強
く
主
張
せ

し
め
た
の

で

あ
る
。

執
拗
に

請
願
、

上
申
す
る
村
民
に

対
し
、

県
当
局
は
「
本
県
ニ

於
テ
ハ

郡
界
ニ

関
ス

ル

モ

ノ
ハ

、

如
何
ナ
ル

事
情
ア
ル

モ
、

此
際
ハ

着
手
セ

サ
ル

主
義
」（
高
座
郡
長
あ
て

県
書
記
官
田
沼
健
書
簡
、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

四
六

）
と
し
、

し
か
も
「
実
際
不
都
合
ノ

向
キ
モ

都
テ

其
儘
ニ

据
置
」
と
の

方
針
を
と
り
、

も
し
町
村
民
が
「
不
都
合
ト

感
ス

レ

ハ

新
制
度
ニ

依
リ
運
動
ス

ル

ヨ

リ
外
無
之
」
と
郡
界
の

変
更
を
と
も
な
う
町
村
合
併
は
頑
と
し

て

認
め

な
か
っ

た
。

結
局
仏
向
・

坂
本
両
村
が
合
併
し
て

矢
崎
村
に
、

下
星
川
・

和
田
両
村
は
合
併
し
て

宮
川
村
に

そ
れ
ぞ
れ
な
り
、

そ
の

上
で

こ

の

新
二
か
村
と
保
土
ヶ

谷
町
と
は
一

つ

の

町
村
組
合
と
な
っ

た
。

無
給
の

町
村
長

町
村
制
実
施
上
の

大
き
な
問
題
の
一

つ

は
、

前
に
山
県
有
朋
が
指
摘
し
て
い

た
よ
う
に
、

町
村
の

指
導
者
を
得
る
こ

と
に

あ
っ

た
。

「
市
制
町
村
制
理
由
書
」
に

は
新
町
村
の

指
導
者
で

あ
る
町
村
長
ら
を
「
名
誉
ノ

為
メ

無
給
ニ

シ

テ
其
職
ヲ

執
ラ
シ

ム

ル

ヲ

要
ス

」
と
言
い
、

こ

れ
を
「
丁
壮
ノ

兵
役
ニ

服
ス

ル

ト
原
則
ヲ

同
ク

」
す
る
「
地
方
人
民
ノ

義
務
」
と
規
定
し
て
い

た
。

第
四
十
三
表
は
県
下
十

五
郡
の

町
村
長
・

助
役
を
名
誉
職
・

有
給
別
に

示
し
た
も
の

で

あ
る
。

有
給
の

町
村
長
は
三
浦
・

津
久
井
・

南
多
摩
・

北
多
摩
の

各
郡
に
、

ま
た
、

有
給
の

助
役
は
三
浦
・

橘
樹
に

お
い

て

目
立
つ

ぐ
ら
い

で
、

県
全
体

と
し
て

は
名
誉
職
制
が
一

応
貫
か
れ
て
い

た
と
言
え
る
。

し
か
し
、

こ

の

こ

と
は
実
質
的
に

法
律
が
期
待
す
る
町
村
の

指
導
者
が
得
ら
れ
た
こ

と
を

意
味
し
て
い

な
か
っ

た
。

せ
っ

か
く
町
村
長
に

選
ば
れ
て

も
辞
退
す
る
例
が
か
な
り
あ
っ

た
。

都
筑
郡
柿
生
村
他
一

か
村
組
合
の

村
長
に

選
ば
れ
た
小
島
貞
治
は
、

就
任
辞
退
の

理
由
を
次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。
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私
儀
村
長
ニ

当
選
相
成
候
処
、

追
々

老
衰
ニ

及
ヒ

勤
務
難
相
成
、

依
テ
本

月
二
日
ヨ

リ
長
男
道
治
ヲ

以
テ

家
督
相
続
為
致
候
、

就
テ
ハ

町
村
制
第
八

条
ノ

明
文
ニ

適
セ

ス

候
ニ

付
再
選
可
為
致
、

因
テ
此
段
上
申
候
也
、

（
都
筑
郡
役
所
「
町
村
制
施
行
ニ

関
ス

ル

回
議
録
」）

町
村
制
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
と
疾
病
に

よ
っ

て

公
務
に

堪
え
な

い

者
、

営
業
の

た
め

常
時
町
村
内
に

居
住
で

き
な
い

者
、

年
齢
が
満

六
十
歳
以
上
の

者
等
々

正
当
の

理
由
が
あ
る
場
合
は
名
誉
職
を
拒
辞

す
る
こ

と
が
で

き
た
。

も
し
正
当
の

理
由
が
な
い

場
合
は
町
村
会
の

議
決
を
も
っ

て

公
民
権
の

停
止
、

町
村
費
の

増
課
が
で

き
る
よ
う
に

な
っ

て
い

た
。

こ

う
し
た
制
約
を
避
け
る
た
め
に

種
々

の

口

実
が
つ

か
わ
れ
た
。

都
筑
郡
の

中
川
村
の

場
合
、

選
ば
れ
た
村
長
・

助
役
が

こ

ぞ
っ

て

「
両
人
共
病
気
ニ

罹
リ
全
治
ノ

目
途
無
之
」（
前
掲
書
）
と

い

う
理
由
で

辞
退
し
て
い

る
。

第43表　町村長・助役の名誉職・有給別表

『神奈川県統計書』から作成

新
町
村
は
異
な
っ

た
地
域
利
害
を
抱
え
込
ん
で

お

り
、

町
村
長
は

こ

う
し
た
利
害
対
立
を
調
停
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、

ま
し
て

自
己
の

経
営
基
盤
が
不
安
定
な
場
合
、

無
給
で

奉
仕
す
る
こ

と
な
ど
堪
え
が
た
い

こ

と
で

あ
っ

た
。

川
崎
分
署
長
梶
田
定
吉
は
、

警
部
長
高
橋
仲
次
あ
て

の

「
定
期
通
報
」（『
川
崎
警
察
文
書
』）
に
お
い

て
、

橘
樹
郡
御
幸
村
の

村
長
欠
員
に

つ

い

て
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次
の

よ
う
な
報
告
を
し
て
い

る
。

目
下
同
村
ニ

於
テ
ハ

村
長
ナ

キ
ヲ

以
テ
、

村
会
ヲ

先
般
開
キ
タ
ル

ニ

、

斉
藤
丑
之
進
カ

適
当
ナ

リ
ト
テ
、

同
人
ニ

一

決
シ

タ

ル

モ
、

斉
藤
ハ

之
ヲ

固
辞
セ

リ
ト
云

フ
、

同
人
ノ

辞
シ

タ
ル

原
因
ハ

他
ナ
シ
、

村
長
ニ

ナ
ル

ト

キ
ハ

神
奈
川
等
へ

出
張
ス

ル

ト
交
際
ノ

為
メ

頗
ル

金
円
ヲ

消
費
セ

サ
ル

ヘ

カ
ラ
サ

ル

ノ

習
慣
ア
リ
、

亦
一

方
ニ

ハ

家
業
ヲ

拠
棄
ス

ル

ヲ

以
テ
、

営
業
上
ニ

巨
大
ノ

損
害
ナ
リ
、

故
ニ

名
誉
職
ヲ

拒
辞
ス

ル

カ
為
メ

公
民
権
ノ

停
止
、

或
ハ

負
担
ス

ヘ

キ
村
費
ノ

増
加
ア

ル

モ

顧

慮
ス

ル

ニ

足
ラ
ス

云
々

ト
云
ヒ

居
ル

ヨ

シ

こ

う
し
た
処
分
も
恐
れ
な
い

就
任
拒
否
は
わ
ず
か
で

あ
ろ
う
が
、

当
時
の

町
村
指
導
者
の

実
情
を
よ
く
示
し
て
お

り
、

多
く
の

就
任
辞
退
が
前
記

の

よ
う
な
病
気
等
を
理
由
と
し
て
い

た
。

兵
役
に

服
す
る
と
同
じ
原
則
を
も
っ

て

位
置
づ
け
ら
れ
た
名
誉
職
制
が
、

徴
兵
忌
避
に

も
似
た
理
由
で

拒

辞
さ
れ
て

い

る
と
こ

ろ
に
、

こ

の

当
時
の

国
家
の

要
請
と
町
村
民
の

実
情
と
の

ギ
ャ

ッ

プ
を
示
し
て
い

る
。

町
村
行
政
の

混
乱
・

麻
痺

町
村
合
併
を
め

ぐ
る
紛
議
は
、

町
村
制
施
行
以
後
も
直
ち
に

負
担
問
題
を
中
心
と
し
て

現
れ
た
。

前
記
二

俣
川
村
他
一

か
村
組
合

の

場
合
も
村
費
賦
課
を
め

ぐ
っ

て

紛
議
を
生
じ
、

保
土
ヶ

谷
町
他
二
か
村
組
合
に

お
い

て

も
施
行
後
早
々

と
組
合
分
離
願
を
県
へ

提
出
し
た
。

こ

う
し
た
負
担
問
題
に

共
有
地
処
分
・

自
然
災
害
が
加
わ
り
、

さ
ら
に
、

村
内
の

利
害
を
調
停
す
る
指
導
者
を
欠
き
、

そ
の

上
そ
れ
ら

に

政
党
の

対
立
が
結
び
つ

い

た
場
合
に

は
町
村
行
政
は
混
乱
し
、

全
く
麻
痺
す
る
と
い

う
状
況
を
現
出
し
た
。

橘
樹
郡
大
師
河
原
村
は
旧
大
師
河
原
・

池
上
の

二
か
村
と
中
島
・

新
宿
・

砂
子
の

飛
地
を
合
わ
せ
た
半
魚
半
農
の

村
で

あ
っ

た
。

こ

の

村
は
発
足

当
初
か
ら「
旧
村
長
党
」＝
海
苔
・

養
貝
営
業
者
と
「
新
村
長
党
」＝
非
営
業
者
と

に

分
か

れ
、

対
立
が

続
い

た
。

新
村
長
党
の

有
志
は
一

八
九
〇

（
明
治
二
十
三

）
年
五
月
村
議
会
に

向
か
っ

て
、

養
貝
場
お
よ
び
海
苔
場
費
用
の

使
途
に

不
正
の

疑
い

が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の

精
算
書
の

明
示
を
求
め

た
請
願
書
を
提
出
し
た
。

村
議
会
は
こ

の

請
願
書
を
議
題
と
す
る
か
否
か
で

紛
糾
し
、

や
り
玉
に

上
が
っ

た
旧
村
長
党
の

四
名
は
腹
痛
を
理
由
に
退

席
し
、

こ

の

日
は
何
も
結
論
を
出
せ

な
か
っ

た
。

し
か
し
再
度
開
か
れ
た
村
議
会
に
お
い

て
、

不
正
の

有
無
を
調
査
す
る
こ

と
に

決
し
、

合
わ
せ
て
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無
断
欠
席
し
た
四
名
を
町
村
制
第
八
条
に

基
づ
い

て

三
年
間
の

公
民
権
停
止
処
分
と
し
、

村
長
は
そ
の

旨
告
示
し
た
。

こ

れ
に

対
し
、

旧
村
長
党
は

こ

の

決
定
が
町
村
制
第
四
三
条
の

規
定
（
村
議
会
は
議
員
の

三
分
の

二
以
上
の

出
席
が
な
け
れ
ば
議
決
す
る
こ

と
が
で

き
な
い

）
に

反
し
無
効
で

あ
る
と
主
張

し
、

双
方
真
向
か
ら
対
立
し
た
。

新
村
長
党
は
旧
村
長
の

戸
長
奉
職
時
代
の

会
計
支
払
簿
の

引
き
渡
し
を
要
求
し
、

も
し
応
じ
な
い

場
合
は
裁
判
に

訴
え
る
か
ま
え
を
み
せ
た
。

郡
長
は
双
方
の

間
に

入
り
妥
協
策
に

奔
走
し
た
。

し
か
し
対
立
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
り
、

つ

い

に

六
月
八
日
の

村
議

会
に

は
郡
長
及
び
郡
書
記
が
臨
席
し
た
。

こ

の

席
上
、

郡
長
は
旧
村
長
党
四
名
に

対
す
る
公
民
権
停
止
処
分
の

議
決
は
町
村
制
第
四
三
条
に

反
し
無

効
で

あ
る
旨
を
宣
告
し
た
。

村
議
会
は
そ
の

旨
旧
村
長
党
の

四
名
に

通
知
し
、

彼
ら
の

出
席
を
得
て
、

改
め
て

村
議
会
を
開
い

た
。

新
村
長
党
の
一

人
が
処
分
議
決
の

適
否
に
つ

い

て

議
題
に

す
る
よ
う
提
案
し
、

こ

れ
が
議
題
と
な
る
や
、

郡
長
は
こ

の

議
題
の

審
議
に

処
分
対
象
者
の

四
名
が
従
事

す
る
の

は
規
則
の

許
す
と
こ

ろ
で

は
な
い

と
発
言
し
、

こ

の

四
名
は
ひ
と
ま
ず
退
席
し
た
。

さ
ら
に

郡
長
は
残
っ

た
議
員
は
三
分
の

二
に

満
た
な
い

ゆ
え
、

こ

の

議
題
を
審
議
す
る
こ

と
は
で

き
な
い

と
し
、

そ
の

上
で

村
議
会
の

解
散
を
命
じ
た
。

郡
長
の

強
硬
な
態
度
は
旧
村
長
党
の

怒
り
を
エ

ス

カ
レ

ー
ト
さ
せ
た
。

こ

の

対
立
に

拍
車
を
か
け
た
の

が
自
然
災
害
で

あ
っ

た
。

八
月
末
、

二

度
に

わ
た
っ

て

多
摩
川
堤
防
が
決
潰
し
、

大
師
河
原
村

も
大
き
な
被
害
を
出
し
た
。

こ

の

被
災
者
に

対
す
る
救
済
が
全
く
目
処
が
た
た
な
か
っ

た
た
め
、

農
業
の

み
で

生
活
を
す
る
新
村
長
党
の

人
び
と
の

不
満
が
一

層
つ

の

る
こ

と
と
な
っ

た
。

と
う
と
う
新
村
長
党
の

強
硬
派
は
、

旧
戸
長
役
場
時
代
の

共
有
地
売
却
代
金
の

使
途
・

一

村
共
有
金
・

役
場

収
支
決
算
等
々

に

不
正
が
あ
っ

た
と
し
、

民
事
お
よ
び
刑
事
の

訴
訟
を
起
こ

す
に
至
っ

た
。

こ

う
し
た
渦
中
に

あ
っ

て

村
長
は
病
気
を
理
由
に

辞
表

を
出
し
、

村
の

行
政
は
全
く
麻
痺
す
る
に
至
っ

た
。

こ

の

紛
議
は
、

結
果
的
に

は
郡
長
の

依
頼
を
う
け
た
田
島
村
の

村
長
の

周
旋
に

よ
っ

て
、

旧
村
長
党
の

四
名
が
新
村
長
党
の

人
び
と
に

示
談
金
を
払

う
こ

と
で
一

応
の

結
末
を
み
た
が
、

こ

う
し
た
事
態
を
つ

ぶ
さ
に

調
査
・

観
察
し
て
い

た
川
崎
分
署
長
梶
田
定
吉
は
警
部
長
高
橋
仲
次
あ
て
の

「
定

時
通
報
」（『
川
崎
警
察
文
書
』）
の

中
で

次
の

よ
う
に

報
告
し
て
い

た
。
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今
翻
テ
大
師
河
原
村
役
場
ノ

景
況
ヲ

見
ル

ニ

、

名
誉
職
ノ

位
置
ア
ル

村
長
助
役
等
ハ

、

自
治
体
ノ

何
タ
ル

ヲ

弁
知
ス

ル

ノ

知
識
ニ

乏
シ

ク
、

為
メ

ニ

自
治
体
ハ

動
揺

シ

テ
安
泰
ナ
ラ
ス

…
…
衛
生
、

勧
業
、

土
木
ノ

事
業
ニ

至
ル

マ

テ

振
ハ

ス
、

僅
カ
ニ

監
督
官
庁
タ
ル

郡
衙
ノ

指
揮
命
令
ニ

ヨ

リ

運
動
ナ
シ

居
ル

モ
、

若
シ

此
ノ

指
揮

命
令
ナ

キ
ト
キ
ハ

死
物
ノ

如
キ
ニ

至
ラ
ン
、

亦
国
家
ヨ

リ
依
托
セ

ラ
タ
ル

官
治
ノ

事
務
ノ

如
キ
旧
慣
古
例
ニ

熟
シ

居
ル

雇
書
記
ノ

力
ニ

ヨ

リ
漸
ク

執
リ
居
ル

ノ

観
ア

リ
…
…
斯
ノ

如
キ
自
治
体
ノ

職
務
ノ

何
タ
ル

ヲ

知
ラ
サ
ル

人
民
へ

自
治
ヲ

許
ス

ハ

、

有
害
無
益
ノ

誹
リ
ハ

免
レ

サ

ル

モ

ノ

ナ
ラ
ン
、

梶
田
は
こ

の

よ
う
に

述
べ
、

さ
ら
に
こ

う
し
た
事
例
は
、

大
師
河
原
村
だ
け
で

な
く
、

川
崎
分
署
管
内
の

大
方
の

町
村
が
こ

う
し
た
実
情
に

あ
る
と

報
告
を
結
ん
で

い

た
。

当
時
の

町
村
行
政
の

約
八
割
が
国
家
の

委
任
事
務
で

あ
り
、

そ
の

負
担
が
、

町
村
行
政
混
乱
の

張
本
人
で

あ
る
こ

と
に

は
、

こ

の

報
告
は
一

切
目
も
く
れ
て
い

な
い
。

し
か
し
、

法
律
が
期
待
し
た
町
村
の

自
治
体
像
と
町
村
の

実
体
と
の

差
を
み
ご
と
に

う
き
ぼ
り
に
し
て
い

た
。

町
村
内
部
の

利
害
対
立
に

政
党
の

対
立
が
結
び
つ

い

た
事
例
を
み
る
こ

と
に

し
よ
う
。

高
座
郡
鶴
見
村
は
旧
下
鶴
間
・

深
見
・

上
草
柳
・

下
草
柳

の

四
村
が
合
併
し
た
新
村
で

あ
っ

た
。

こ

の

四
つ

の

旧
村
の

う
ち
、

下
鶴
間
は
自
由
党
系
の

地
盤
で

あ
り
、

深
見
・

上
下
草
柳
は
改
進
党
系
の

地
盤

で

あ
っ

て
、

「
政
治
主
義
ヲ

異
ス

ル

」（「
村
分
割
ノ

請
願
」
山
宮
藤
吉
氏
所
蔵
）
対
立
関
係
に

あ
っ

た
。

そ
の

上
に

村
費
負
担
問
題
が
か
ら
み
、

深
見
等

三
村
落
は
一

八
八
九
（
明
治
二
十
二

）
年
以
来
分
割
運
動
を
起
こ

し
、

両
派
の

対
立
が
続
い

た
。

一

八
九
一

（
明
治
二

十
四

）
年
八
月
、

県
当
局
は
第

一

課
長
を
派
遣
し
、

両
派
の

調
停
に

努
め
、

村
役
場
位
置
の

変
更
お
よ
び
村
会
議
員
の

定
員
十
四
名
の

両
派
へ

の

均
等
配
分
を
両
派
に

誓
約
さ
せ
、

村
名
を
大
和
村
と
改
称
し
た
。

以
来
し
ば
ら
く
の

間
「
村
ノ

平
和
ヲ

保
持
」
す
る
こ

と
が
で

き
た
。

と
こ

ろ
が
一

八
九
八
（
明
治
三
十
一

）
年
、

全
村

に

赤
痢
が
発
生
し
、

そ
の

衛
生
費
負
担
を
め

ぐ
り
再
度
対
立
が
激
化
し
た
。

先
の

両
派
の

申
し
合
わ
せ
で

は
衛
生
費
は
各
村
落
が
個
別
に

負
担
す
る

こ

と
に

な
っ

て
い

た
が
、

下
鶴
間
が
四
村
落
の

う
ち
で
一

番
被
害
が
多
く
、

し
た
が
っ

て

負
担
も
大
き
か
っ

た
。

そ
の

た
め

村
長
蜂
須
賀
又
次
郎
は

先
の

両
派
の

申
し
合
わ
せ

を
破
り
、

同
年
九
月
、

衛
生
費
を
各
村
落
の

連
帯
負
担
と
し
、

金
二

千
二
百
円
を
借
入
す
る
議
案
を
村
議
会
に

提
出
し
た
。
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深
見
等
の

三
村
落
の

議
員
は
村
長
の

破
約
を
憤
り
、

全
員
辞
職
し
た
。

し
か
し
、

村
長
は
自
派
七
名
の

議
員
の

み
で

村
議
会
を
開
き
、

連
帯
負
担
案

を
議
決
し
た
の
で

あ
っ

た
。

こ

れ
に

対
し
、

三
村
落
は
県
庁
に

不
当
決
議
取
消
を
訴
え
た
。

一

八
九
九
年
四
月
調
停
が
成
立
す
る
か
に

み
え
た
が
、

自
派
に

不
利
と
み
た
村
長
、

そ
れ
に

下
鶴
間
の

議
員
が
全
員
辞
職
し
、

村
の

行
政
は
全
く
麻
痺
状
態
と
な
っ

た
。

そ
し
て
つ

い

に

町
村
制
第
六
一

条

が
適
用
さ
れ
、

高
座
郡
書
記
に

よ
る
村
長
職
務
管
掌
と
い

う
最
悪
の

事
態
に

立
ち
至
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
事
態
は
「
地
方
自
治
ノ

制
度
ハ

政
党
政
派
ニ

関
係
ナ
ク
、

地
方
ノ

独
立
シ

タ
ル

モ

ノ

」（
山
県
有
朋
前
掲
書
）
と
し
た
為
政
者
の

期
待

を
裏
切
る
も
の
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

こ

う
し
た
事
態
に

立
ち
至
っ

た
の

も
、

国
家
の

要
請
に

応
え
る
能
力
を
も
つ

有
力
な
町
村
造
成
を
強
行
し
た

こ

と
が
も
た
ら
し
た
一

つ

の

帰
結
で

あ
っ

た
。

三
　
郡
制
と
県
民

郡
制
の

公
布

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
五
月
十
七
日
、

郡
制
（
法
律
第
三
六
号
）
は
府
県
制
（
法
律
第
三
五
号
）
と
共
に

公
布
と
な
っ

た
。

郡

制
は
市
制
町
村
制
と
比
し
て

官
治
的
色
彩
が
濃
く
、

議
員
選
挙
に
は
複
選
制
を
用
い
、

そ
の

上
、

地
価
一

万
円
以
上
の

大
地
主
が

議
員
定
数
の

三
分
の
一

の

選
出
権
を
も
っ

て
い

た
。

ま
た
、

郡
長
が
郡
会
議
長
を
兼
ね
る
等
、

自
治
制
と
は
言
っ

て

も
極
め
て

制
限
的
な
も
の

で

あ
っ

た
。

府
県
制
は
郡
制
・

市
制
を
施
行
し
た
府
県
に
、

郡
制
は
町
村
制
を
施
行
し
た
府
県
に

施
行
す
る
こ

と
と
な
り
、

そ
の

施
行
の

時
期
は
府
県
知
事

の

具
申
に

基
づ
い

て

内
務
大
臣
が
定
め
る
こ

と
に

な
っ

て
い

た
。

し
か
し
な
が
ら
翌
九
一

年
四
月
一

日
を
も
っ

て

施
行
と
な
っ

た
府
県
は
青
森
・

秋

田
な
ど
わ
ず
か
八
県
に

す
ぎ
ず
、

一

八
九
九
（
明
治
三
十
二

）
年
三
月
改
正
府
県
制
・

郡
制
の

公
布
と
な
る
ま
で

実
施
さ
れ

な
か
っ

た
府
県
は
三
府

四
県
に
の

ぼ
っ

た
。

神
奈
川
県
は
こ

の

未
施
行
府
県
の
一

つ

で

あ
っ

た
。
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当
時
の

郡
は
小
規
模
な
も
の

が
多
く
、

郡
制
施
行
の

前
に

郡
の

廃
置
分
合
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

町
村
制
の

施
行
に

よ
る
新
町
村

の

不
安
定
な
状
態
は
す
で
に

み
て

き
た
と
お
り
で

あ
り
、

そ
う
し
た
状
態
を
経
験
し
て
い

る
当
局
に
と
っ

て
、

郡
の

廃
置
分
合
に
よ
る
混
乱
が
も
っ

と
も
気
掛
り
な
こ

と
で

あ
っ

た
。

神
奈
川
県
は
七
月
十
日
付
を
も
っ

て
、

「
町
村
制
実
施
後
ノ

状
況
」
取
り
調
べ

方
を
各
郡
長
に

通
達
し
た
。

そ
の

通

達
に

添
付
さ
れ
た
内
務
大
臣
の

訓
令
の
一

節
は
次
の

よ
う
な
も
の

で

あ
っ

た
。

郡
治
ノ

組
織
ハ

町
村
ノ

機
関
ヨ

リ
出
テ
、

町
村
ノ

監
督
ハ

郡
ノ

機
関
ニ

存
ス

ル

モ

ノ

ナ
レ

ハ

、

町
村
ノ

組
織
及
其
事
務
ノ

整
理
如
何
ニ

関
セ

ス

シ

テ
、

郡
治
ノ

更
革

ニ

着
手
ス

ル

ト
キ
ハ

、

却
テ
紊
乱
ノ

端
ヲ

開
ク
ノ

恐
レ

ナ
シ

ト
セ

ス
、

故
ニ

町
村
制
実
施
後
、

其
整
理
ノ

状
況
ヲ

詳
ニ

視
察
シ

テ
、

其
緩
急
ヲ

定
ム

ル

ヲ

要
ス

（
足
柄
上
郡
役
所
「
町
村
制
回
議
録
」）

内
務
省
も
町
村
の

状
態
い

か
ん
に

も
っ

と
も
神
経
を
つ

か
っ

て
い

た
。

と
こ

ろ
が
、

足
柄
上
郡
長
は
県
知
事
あ
て

の

具
申
に

お
い

て

次
の

よ
う
に

報

告
し
て
い

た
。

本
郡
町
制
施
行
後
、

熟
々

其
状
況
ヲ

視
察
ス

ル

ニ

自
治
区
ノ

度
ヲ

得
、

本
制
ノ

民
意
ニ

適
ヒ

タ
ル

ヤ
村
役
場
ニ

於
テ
ハ

漸
々

事
務
整
理
シ
、

人
心
安
寧
平
穏
、

聊
紊

乱
ノ

恐
無
之
ニ

付
、

直
ニ

郡
制
実
施
セ

ラ
ル

・

モ

変
動
ノ

憂
ナ
カ
ル

可
シ

ト
確
信
致
候
、

此
段
具
申
候
也
（
前
掲
書
）

郡
長
が
「
確
信
」
を
も
っ

て

具
申
し
て
い

た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

足
柄
上
郡
の

曽
我
村
の

う
ち
字
上
曽
我
お
よ
び
字
曽
我
大
沢
と
足
柄
下
郡
の

下

曽
我
村
の

村
民
は
、

郡
制
が

実
施
さ
れ
る
と
み
て
、

連
署
し
て

郡
界
の

変
更
に
よ
る
町
村
合
併
を
県
知
事
に
再
三
に

渡
っ

て

請
願
し
た
。

ま
た
、

足

柄
上
郡
の

井
ノ

口

村
は
淘
綾
郡
へ

の

編
入
を
請
願
し
た
。

こ

う
し
た
町
村
の

動
き
は
県
内
各
地
に

起
き
た
。

前
述
し
た
橘
樹
郡
保
土
ヶ

谷
町
他
二
か

村
組
合
の

う
ち
の

矢
崎
村
（
旧
仏
向
・

坂
本
の

二
か
村

）
と
都
筑
郡
二

俣
川
村
他
一

か
村
組
合
の

う
ち
の

西

谷
村
（
旧
上
星
川
・

川
島
の

二
か

村

）
の

総

代
は
連
署
し
て

郡
界
変
更
に
よ
る
合
併
を
内
務
大
臣
に
請
願
し
た
。

こ

れ
ら
町
村
民
に

と
っ

て

郡
界
の

変
更
に
よ
る
町
村
合
併
は
町
村
制
施
行
以
来

の

懸
案
で

あ
り
、

郡
制
の

公
布
は
、

そ
の

懸
案
を
解
決
す
る
も
の

と
し
て

う
け
と
っ

て
い

た
。
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こ

う
し
た
郡
界
の

変
更
に
よ
る
町
村
合
併
の

要
求
と
は
別
に
、

郡
制
公
布
と
と
も
に

郡
の

廃
置
分
合
に

関
す
る
様
々

な
要
求
が

噴
出
し

た
。

橘

樹
・

都
筑
・

久
良
岐
三
郡
の

町
村
長
等
に

よ
る
三
郡
合
併
の

請
願
、

南
多
摩
郡
民
の

多
摩
三
郡
合
併
要
求
、

こ

れ
に

対
抗
し
た
北
多
摩
郡
正
義
派
に

よ
る
一

郡
独
立
あ
る
い

は
東
京
府
編
入
の

要
求
、

津
久
井
郡
二

十
四
か
町
村
総
代
の
一

郡
独
立
の

請
願
、

高
座
郡
相
原
村
の

南
多
摩
郡
編
入
請
願

等
々
、

郡
制
実
施
に

期
待
す
る
町
村
民
の

動
向
は
一

つ

間
違
え
ば
広
範
囲
に

わ
た
る
紛
争
に

な
り
か
ね
な
か
っ

た
。

郡
の

廃
置
分
合
に
つ

い

て

『
毎

日

』
は
次
の

よ
う
に

指
摘
し
て
い

た
。

昨
年
の

初
、

各
府
県
に

於
て

市
制
町
村
制
を
実
施
せ
ん
が
為
め
、

従
来
の

町
村
を
合
し
て

更
に

新
町
村
を
編
制
せ
ん
と
す
る
に

当
り
、

各
地
到
る
所
、

此
合
併
に

異

議
を
唱
へ

、

其
の

異
議
な
く
し
て

合
併
を
全
ふ
し
た
者
と
雖
ど
も
、

実
施
に

就
き
て

其
景
況
を
目
撃
す
る
時
は
、

同
く
一

町
村
た
る
に

拘
ら
ず
、

尚
ほ
従
前
の

躰
を

守
り
て

其
町
村
内
に

分
立
す
る
所
あ
る
が
如
し
、

同
一

の

郡
中
に
於
て
互
に

境
界
を
接
す
る
町
村
す
ら
之
を
合
併
せ
ん
と
す
る
時
は
、

各
町
村
人
民
の

間
に

紛
議
、

異
議
を
生
ず
る
こ

と
斯
の

如
し
、

是
を
以
て

之
を
推
す
時
は
郡
の

廃
合
の

為
め
に
各
地
人
民
の

間
に

種
々

の

紛
論
を
生
ず
る
こ

と
は
殆
ん
ど
免
る
可
か
ら
ざ
る
所
な

ら
ん

　
（
明
治
二
十
三
年
六
月
五
日
付
）

『
毎
日

』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

郡
の

廃
置
分
合
の

強
行
は
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て

ま
だ
日
の

浅
い

町
村
に
一

層
の

混
乱
を
も
た
ら
す
こ

と
は
衆
目

の

認
め
る
と
こ

ろ
で

あ
っ

た
。

政
府
は
第
一

回
議
会
以
来
度
々

郡
分
合
法
案
を
提
出
し
た
が
、

政
府
と
民
党
の

対
立
の

た
め
に

廃
案
の

運
命
を
た
ど
っ

た
。

第
一

回
議
会
に

対
し

神
奈
川
県
下
一

市
十
五
郡
の

有
志
に
よ
っ

て
、

複
選
制
お
よ
び
大
地
主
議
員
の

廃
止
、

郡
長
の

公
選
を
求
め

た
請
願
書
が
提
出
さ
れ
た
よ
う
に

民
党

は
郡
制
の

抜
本
的
改
正
を
要
求
し
て

や
ま
な
か
っ

た
。

郡
分
合
法
案
は
、

日
清
戦
争
の

最
中
に

開
か
れ
た
第
九
回
議
会
に
お
い

て

初
め
て

日
の

目
を

み
た
。

神
奈
川
県
の

大
住
・

淘
綾
の

両
郡
が
合
併
し
、

中
郡
と
な
っ

た
の

は
こ

の

と
き
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

本
県
に
お
い

て
、

郡
制
は
、

改
正
郡

制
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
、

つ

い

に

実
施
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。
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